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本
会
議
委
員
会

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を

ま
す
。

本
会
議・委
員
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
放
映
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令和６年（２０２4年）1月３０日

本
会
議
の
　

本
会
議
の
　

　
質
疑
か
ら

　
質
疑
か
ら

可
決
し
た
主
な

可
決
し
た
主
な

議
案
の
内
容

議
案
の
内
容

～常任委員会の活動状況～

認
知
症
と
の
共
生
社
会
の
実

現
を
求
め
る
意
見
書

食
品
ロ
ス
削
減
へ
の
国
民
運

動
の
さ
ら
な
る
推
進
を
求
め

る
意
見
書

医
療
・
介
護
・
障
害
福
祉
分

野
に
お
け
る
処
遇
改
善
等
を

求
め
る
意
見
書

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
地

区
に
お
け
る
即
時
か
つ
持
続

的
な
人
道
的
休
戦
を
求
め
る

意
見
書

議員提出議案

意見書（要旨）意見書（要旨）
　本定例会では意見書４件を可決し、議長名で関係行政庁
へ提出しました。要旨は次のとおりです。

傍聴者傍聴者のの声声

請
願
の
処
理
経
過

請
願
の
処
理
経
過

及
び
結
果
報
告

及
び
結
果
報
告

　

認
知
症
と
の
共
生
社
会
の
実
現

に
向
け
、
行
政
の
体
制
を
一
層
強

化
し
、
一
刻
も
早
い
認
知
症
と
の

共
生
社
会
を
、
各
地
域
で
実
現
す

る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

　

①
認
知
症
基
本
法
の
円
滑
な
施

行
に
総
力
を
挙
げ
る
こ
と
。
②
地

方
自
治
体
へ
の
支
援
の
強
化
を
す

る
こ
と
。
③
地
方
自
治
体
の
組
織

体
制
の
強
化
を
す
る
こ
と
。
④
認

知
症
の
人
の
働
き
た
い
と
い
う
ニ

ー
ズ
を
叶
え
る
労
働
環
境
の
整
備

を
す
る
こ
と
。
⑤
認
知
症
の
方
を

抱
え
る
「
ご
家
族
」
へ
の
支
援
体

制
の
拡
充
を
す
る
こ
と
。
⑥
身
寄

り
の
な
い
方
に
も
柔
軟
に
寄
り
添

い
支
え
る
社
会
の
構
築
を
す
る
こ

と
。
⑦
認
知
症
に
関
す
る
基
本
事

項
を
繰
り
返
し
国
民
が
学
べ
る
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
６
件
宛
て

　

食
品
ロ
ス
削
減
推
進
法
が
２
０

１
９
年
１０
月
に
施
行
さ
れ
た
。
食

品
ロ
ス
削
減
は
、
気
候
変
動
対
策

と
し
て
も
大
変
に
重
要
で
あ
り
、

廃
棄
に
お
け
る
直
接
的
に
生
じ
る

環
境
影
響
だ
け
で
な
く
、
そ
の
生

産
過
程
で
投
入
さ
れ
る
天
然
資
源

な
ど
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
は
決
し

て
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
、
政
府

に
対
し
以
下
に
つ
い
て
特
段
の
取

組
を
求
め
る
。
①
事
業
者
と
一
体

と
な
っ
た
エ
シ
カ
ル
消
費
の
普
及

促
進
。
②
食
品
ロ
ス
削
減
に
繋
が

る
小
分
け
包
装
等
の
拡
大
。
③
在

庫
食
品
や
未
利
用
食
品
の
寄
付
の

普
及
拡
大
。
④
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
フ

リ
ッ
ジ
の
設
置
支
援
。
⑤
出
荷
や

加
工
前
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
地
域

の
食
材
の
活
用
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
８
件
宛
て

　

介
護
事
業
所
や
障
害
福
祉
事
業

所
で
は
、
人
材
の
確
保
・
定
着
が

難
し
く
、
運
営
に
支
障
を
き
た
す

事
態
に
な
っ
て
い
る
。
厚
生
労
働

省
の
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査

（
２
０
２
２
年
）で
も
、
福
祉
施
設

等
の
介
護
職
員
の
超
過
勤
務
手
当

な
ど
を
含
む
平
均
賃
金
は
全
産
業

平
均
と
比
べ
、
８
万
円
を
超
え
る

格
差
が
あ
る
。
８
月
に
出
さ
れ
た

人
事
院
勧
告
は
民
間
企
業
の
賃
上

げ
を
受
け
て
プ
ラ
ス
改
定
と
な
る

も
、
介
護
報
酬
や
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
報
酬
に
は
反
映
さ
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
介
護
職
員
等
の
賃
金
水

準
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
改
革

と
同
時
に
、
職
員
の
人
権
を
尊
重

し
生
活
を
保
障
す
る
取
組
を
迅
速

に
推
進
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
６
件
宛
て

　

イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の

イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ
ス
の
衝
突
に

よ
り
、
人
命
が
危
機
的
状
況
に
さ

ら
さ
れ
、
市
街
地
に
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
い
か
な
る

理
由
が
あ
ろ
う
と
も
紛
争
当
事
者

は
国
際
人
道
法
を
厳
守
す
べ
き
で

あ
る
。
今
も
悲
惨
な
紛
争
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
中
、
町
田
市
議
会

は
こ
の
紛
争
に
関
わ
る
全
て
の
当

事
者
及
び
日
本
政
府
を
は
じ
め
と

す
る
国
際
社
会
に
対
し
、
即
時
か

つ
持
続
的
な
人
道
的
休
戦
及
び
人

質
を
即
時
解
放
す
る
こ
と
、
国
際

法
・
国
際
人
道
法
を
遵
守
す
る
こ

と
、
人
道
的
被
害
の
抑
制
・
人
道

支
援
物
資
の
供
給
を
通
じ
た
人
道

状
況
を
改
善
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
４
件
宛
て

条
例
・
そ
の
他

条
例
・
そ
の
他

第
１
１
７
号
議
案　
町
田
市

子
ど
も
に
や
さ
し
い
ま
ち
条

例
　
議
員　
条
例
の
名
称
を
子
ど
も

に
や
さ
し
い
ま
ち
条
例
と
定
め
た

理
由
は
何
か
。

　
子
ど
も
生
活
部
長　
市
で
は
、

１
９
９
６
年
に
子
ど
も
が
中
心
と

な
っ
て
起
草
し
た
町
田
市
子
ど
も

憲
章
を
制
定
し
、
こ
れ
ま
で
先
駆

的
な
取
組
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
ユ
ニ
セ
フ
日
本
協

会
に
評
価
さ
れ
、
全
国
で
５
自
治

体
の
み
が
承
認
を
受
け
て
い
る
Ｃ

Ｆ
Ｃ
Ｉ
、
チ
ャ
イ
ル
ド
・
フ
レ
ン

ド
リ
ー
・
シ
テ
ィ
ー
ズ
・
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ
、
日
本
語
で
、
子
ど
も
に

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
実

践
自
治
体
と
し
て
町
田
市
は
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
条
例
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
取
組
を
継
承
し
、
子

ど
も
が
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
子
ど
も
に
や
さ
し
い
ま
ち
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
こ
の

名
称
と
し
ま
し
た
。

第
１
１
８
号
議
案　
町
田
市

空
家
等
の
発
生
の
予
防
、
適

切
な
管
理
及
び
活
用
の
促
進

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
議
員　
目
的
は
。
新
設
さ
れ
る

「
管
理
不
全
空
家
等
」
に
該
当
し

た
ら
ど
う
な
る
の
か
。

　
都
市
づ
く
り
部
長　
空
家
等
対

策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
改
正
に
伴
い
、
関
係
す
る
規
定

を
整
備
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。
主
な
改
正
の

内
容
と
し
て
は
、
適
切
な
管
理
が

行
わ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ

ば
特
定
空
家
等
に
な
っ
て
し
ま
う

お
そ
れ
の
あ
る
空
き
家
等
を
管
理

不
全
空
家
等
と
し
て
区
分
し
、
市

が
指
導
や
勧
告
の
措
置
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
措
置

の
基
準
を
定
め
ま
す
。
実
際
に
措

置
を
行
う
際
は
、
外
部
の
有
識
者

で
構
成
す
る
町
田
市
管
理
不
全
空

家
等
及
び
特
定
空
家
等
対
策
審
議

会
に
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
を
定

め
ま
す
。
次
に
管
理
不
全
空
家
等

に
該
当
し
た
場
合
、
所
有
者
等
に

そ
の
旨
を
通
知
し
、
改
善
の
指
導

を
し
ま
す
。
改
善
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
場
合
、
勧
告
書
を
送
付
し
ま

す
。
固
定
資
産
税
の
賦
課
期
日
で

あ
る
１
月
１
日
時
点
で
改
善
さ
れ

て
い
な
い
場
合
、
特
定
空
家
等
と

同
様
に
、
固
定
資
産
税
等
の
住
宅

用
地
特
例
が
解
除
さ
れ
、
固
定
資

産
税
が
最
大
で
６
倍
に
、
都
市
計

画
税
は
最
大
で
３
倍
に
な
り
ま
す
。

第
１
１
３
号
議
案　
公
益
的

法
人
等
へ
の
町
田
市
職
員
の

派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

町
田
市
か
ら
職
員
を
派
遣
す
る

こ
と
が
で
き
る
団
体
を
加
え
る
た

め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。第

１
１
５
号
議
案　
町
田
市

高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
鶴
川
及
び
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
南
大
谷
の
事
業
終
了
に

伴
い
、
関
係
す
る
規
定
を
整
備
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

第
１
１
９
号
議
案　
町
田
市

民
病
院
使
用
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

多
焦
点
眼
内
レ
ン
ズ
を
使
用
し

た
白
内
障
手
術
を
開
始
す
る
こ
と

に
伴
い
、
関
係
す
る
規
定
を
整
備

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

第
１
２
５
号
議
案　
成
瀬
中

央
あ
お
ぞ
ら
学
童
保
育
ク
ラ

ブ
外
７
施
設
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

　

成
瀬
中
央
あ
お
ぞ
ら
学
童
保
育

ク
ラ
ブ
外
７
施
設
を
管
理
す
る
指

定
管
理
者
を
指
定
す
る
も
の
で
す
。

第
１
２
８
号
議
案　
相
原
中

央
公
園
外
２４
施
設
の
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

相
原
中
央
公
園
外
２４
施
設
を
管

理
す
る
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る

も
の
で
す
。

　

令
和
５
年
（
２
０
２
３
年
）
第

３
回
町
田
市
議
会
定
例
会
に
お
い

て
採
択
さ
れ
た
、
請
願
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

町
田
市
公
立
小
中
学
校
図
書

館
学
校
司
書
配
置
を
求
め
る

請
願

経
過
及
び
結
果

　

町
田
市
で
は
、
学
校
図
書
指
導

員
が
各
学
校
に
お
い
て
１
日
４
時

間
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
し
て
い

ま
す
。
学
校
図
書
指
導
員
は
、
図

書
の
貸
出
や
返
却
、
新
し
い
本
を

購
入
す
る
等
の
蔵
書
管
理
や
図
書

館
の
環
境
整
備
を
行
い
、
学
校
図

書
館
機
能
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま

す
。
今
後
も
継
続
し
て
学
校
図
書

指
導
員
に
は
ご
活
躍
い
た
だ
き
、

本
市
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
ご

尽
力
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
次
期
町
田
市
教
育
プ
ラ
ン

で
は
、
児
童
生
徒
が
本
に
触
れ
合

う
機
会
を
増
や
し
、
豊
か
な
知
識

や
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

学
校
図
書
館
の
機
能
を
強
化
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
重
点
事

業
に
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
現
行
の
学
校
図
書
指
導

員
に
加
え
、
司
書
、
司
書
補
又
は

司
書
教
諭
の
資
格
を
有
す
る
方
を

巡
回
型
職
員
と
し
て
任
用
す
る
な

ど
、
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
を
検
討

し
て
い
く
予
定
で
す
。

小
山
田
小
学
校
の
廃
校
時
期

見
直
し
の
議
論
を
求
め
る
請

願
経
過
及
び
結
果

　

教
育
委
員
会
で
は
、
子
ど
も
た

ち
が
よ
り
良
い
教
育
環
境
で
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
既
に
望
ま

し
い
学
級
数
を
下
回
る
小
山
田
小

学
校
に
つ
い
て
、
新
た
な
学
校
づ

く
り
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
小
山

田
南
小
学
校
と
の
統
合
を
進
め
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
請
願
が
採
択

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
小
山
田

地
区
統
合
新
設
小
学
校
の
設
置
時

期
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
関
係
部

署
及
び
地
域
の
方
々
等
と
意
見
交

換
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　町田市議会では、常任委員会の活動として、市内の各種団体の皆さんと懇談会を開催し、市民と議会の
意見を交換する場としています。懇談会で出された意見については、議会活動に反映させていただきま
す。１１月に開催した懇談会は次のとおりです。

日付 団体名 内容 対応した常任委員会

１１月３０日 町田市障がい者福祉懇談会
○�重い障害や行動障害がある方が利
用できるグループホーム不足の解
消について　等

健康福祉

　目の不自由な方のために、
点字と声（カセットテープ
版、デイジー版）の「町田
市議会だより」を発行して
います。ご希望の方は、議
会事務局調査法制係（☎０４
２―７２４―４０４９）までお申し込
みください。

　本市議会では、１２月定例会でアンケートを
実施し、傍聴されて気づいた点や市議会全般
についてご意見をお聞きする機会としていま
す。傍聴券の交付を受ければどなたでも傍聴
することができます。また、本会議、常任委
員会、特別委員会等は、ライブ中継・録画配
信を行っています。ぜひご覧ください。

主なご意見（抜粋）
○�財政に不安を感じます。町田市の発信がＪ１で増えるチャンスを活
かしてほしいですね。

○�広報まちだにもう少し詳細に書かれていたら良いです。
○�子どもの記憶に残る運営・企画をして頂きたい。税金の使い方をお
願いします。

○�さまざまな自治体にて傍聴してまいりましたが、印刷資料をたくさ
ん頂けることは、内容を知るために大切なことであると思いました。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。


